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定  款 
第１章 総  則 

 
（名   称） 
第 １ 条  当法⼈は、⼀般社団法⼈放射線治療品質保証研究開発応⽤機構と

称する。 
 
（主たる事務所） 
第 ２ 条  当法⼈は、主たる事務所を千葉県柏市に置く。 
 
（⽬   的） 
第 ３ 条  当法⼈は、放射線治療の品質保証技術の研究開発の促進を⽬的と

するとともに、その⽬的に資するため、次の事業を⾏う。 
１．放射線治療の品質保証技術の新規研究開発の促進及び助成 
２．放射線治療の品質保証技術の新規研究開発を担う⼈材育成の 
  促進及び助成 
３．放射線治療の新規品質保証技術の導⼊促進及び助成 
４．放射線治療の品質保証の第三者評価機関としての調査分析 
５．前各号に附帯する⼀切の業務 

 
（公   告） 
第 ４ 条  当法⼈の広告は、官報に掲載してする。 
 

第２章 社  員 
 

（⼊   社） 
第 ５ 条  当法⼈の⽬的に賛同し、⼊社した者を社員とする。 
    ２ 社員となるには当法⼈所定の様式による申込みをし、会⻑の承認

を得るものとする。 
 
（社員の資格喪失） 
第 ６ 条  社員が次の各号の⼀に該当する場合には、その資格を喪失する。 

１．退社したとき。 
２．成年被後⾒⼈⼜は被保佐⼈になったとき。 
３．死亡し、若しくは失踪宣告を受け、⼜は解散したとき。 
４．除名されたとき。 
５．総社員の同意があったとき。 

（退   社） 



第 ７ 条  社員はいつでも退社することができる。ただし、１か⽉以上前に
当法⼈に対して予告をするものとする。 

 
（除   名） 
第 ８ 条  当法⼈の社員が、当法⼈の名誉を毀損し、当法⼈の⽬的に反する

⾏為をし、社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事
由があるときは、社員総会の特別決議によりその社員を除名する
ことができる。 

 
（社員名簿） 
第 ９ 条  当法⼈は、社員の⽒名⼜は名称及び住所を記載した社員名簿を作

成する。 
 

第３章 社員総会 
 
（社員総会） 
第 １０ 条 当法⼈の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時

社員総会は、毎事業年度の終了後３か⽉以内に開催し、臨時社員
総会は必要に応じて開催する。 

 
（開催地） 
第 １１ 条 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。 
 
（招   集） 
第 １２ 条 社員総会の招集は、理事の過半数の決定に基づき、会⻑が招集す

る。 
    ２ 社員総会の招集通知は、会⽇より１週間前までに各社員に対して

発する。 
 
（決議の⽅法） 
第 １３ 条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員

の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過
半数をもってこれを⾏う。 

 
（議決権） 
,第 １４ 条 各社員は、各１個の議決権を有する。 
 
 
（議   ⻑） 



第 １５ 条 社員総会の議⻑は、会⻑がこれに当たる。会⻑に事故があるとき
は、当該社員総会において議⻑を選出する。 

 
（議事録） 
第 １６ 条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を

作成し、社員総会の⽇から１０年間主たる事務所に備え置く。 
 
 

第４章 役 員 等 
 
（役員の設置） 
第 １７ 条 当法⼈に、次の役員を置く。 

理事 ２名以上 
    ２ 理事のうち、１名を代表理事とする。 
    ３ 代表理事を会⻑とし、理事のうち、１名以内を副会⻑、１名以内

を専務理事、１名以内を常務理事とすることができる。 
 
（選任等） 
第 １８ 条 理事は、社員総会の決議によって選任する。 
    ２ 会⻑、副会⻑、専務理事及び常務理事は、理事の互選によって理

事の中から定める。 
 
（理事の職務権限） 
第 １９ 条 会⻑は、当法⼈を代表し、その業務を執⾏する。 
    ２ 副会⻑は会⻑を補佐し、専務理事は当法⼈の業務を執⾏する。 
    ３ 常務理事は、当法⼈の業務を分担執⾏する。 
 
（任   期） 
第 ２０ 条 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。 
    ２ 補⽋として、⼜は増員により選任された理事の任期は、前任者⼜

は他の在任理事の任期の残存期間と同⼀とする。 
    ３ 役員は、辞任⼜は任期満了後において、定員を⽋くに⾄った場合

には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を⾏う権
利義務を有する。 

 
（解   任） 
第 ２１ 条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。 
(報酬等) 



第 ２２ 条 役員の報酬、賞与その他の職務執⾏の対価として当法⼈から受け
る財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。 

 
（取引の制限） 
第 ２３ 条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、社員総会において、

その取引について重要な事実を開⽰し、社員総会の承認を得なけ
ればならない。 
１．⾃⼰⼜は第三者のためにする当法⼈の事業の部類に属する取 
  引 
２．⾃⼰⼜は第三者のためにする当法⼈との取引 
３．当法⼈がその理事の債務を保証することその他理事以外の者 
  との間における当法⼈とその理事との利益が相反する取引 

 
第５章 基  ⾦ 

 
（基⾦の拠出） 
第 ２４ 条 当法⼈は、基⾦を引き受ける者の募集をすることができる。 
    ２ 拠出された基⾦は、当法⼈が解散するまで返還しない。 
    ３ 基⾦の返還の⼿続については、⼀般社団法⼈及び⼀般財団法⼈に

関する法律（以下「⼀般法⼈法」という。）第２３６条の規定に従
い、基⾦の返還を⾏う場所及び⽅法その他の必要な事項を清算⼈
において別に定めるものとする。 

 
第６章 賛助会員 

 
（賛助会員資格） 
第 ２５ 条 この法⼈には賛助会員を置く。 
    ２ 賛助会員は、この法⼈の⽬的に賛同し、事業を賛助するために⼊

会した個⼈⼜は団体とする。 
 
（賛助会員の⼊社） 
第 ２６ 条 賛助会員となるには、当法⼈所定の様式による申し込みをし、社

員総会において別に定める所定の会費を納⼊しなければならな
い。 

 
第７章 計  算 

 
 
（事業年度） 



第 ２７ 条 当法⼈の事業年度は、毎年４⽉ 1 ⽇から翌年３⽉３１⽇までの年
１期とする。 

 
（事業計画及び収⽀予算） 
第 ２８ 条 当法⼈の事業計画及び収⽀予算については、毎事業年度開始⽇の

前⽇までに会⻑が作成し、社員総会の承認を受けなければならな
い。これを変更する場合も同様とする。 

    ２ 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成⽴し
ないときは、会⻑は、社員総会の決議に基づき、予算成⽴の⽇ま
で前年度の予算に準じ収⼊を得⼜は⽀出することができる。 

    ３ 前項の収⼊⽀出は、新たに成⽴した予算の収⼊⽀出とみなす。 
 
（事業報告及び決算） 
第 ２９ 条 当法⼈の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会⻑

が次の書類を作成し、定時社員総会に提出し、第１号の書類につ
いてはその内容を報告し、第２号及び第３号の書類については承
認を受けなければならない。 
１．事業報告 
２．貸借対照表 
３．損益計算書（正味財産増減計算書） 

 
第８章 附  則 

 
（最初の事業年度） 
第 ３０ 条 当法⼈の最初の事業年度は、当法⼈設⽴の⽇から令和２年１１⽉

３０⽇までとする。 
 
（設⽴時の役員等） 
第 ３１ 条 当法⼈の設⽴時の役員は、次のとおりである。 

設⽴時理事 前⼭拓哉 
設⽴時理事 橘英伸 
設⽴時理事 渡邉祐介 
設⽴時代表理事 前⼭拓哉 

 
（設⽴時社員の⽒名⼜は名称及び住所） 
第 ３２ 条 設⽴時社員の⽒名⼜は名称及び住所は、次のとおりである。 

神奈川県藤沢市⻲井野９８２番地の３７ 
設⽴時社員 前⼭拓哉 
千葉県柏市若柴２８１番地３１中央１７６街区６ 



設⽴時社員 橘英伸 
神奈川県座間市相武台⼆丁⽬１２番２６−１０７号 
ソフィア相武台 
設⽴時社員 渡邉祐介 

 
（法令の準拠） 
第 ３３ 条 この定款に定めのない事項は、すべて⼀般法⼈法その他の法令に

よるものとする。 
 
 
上記は当会社の現⾏定款と相違ありません。 
 
  令和 ８年 ３⽉ ３１⽇ 
 
    ⼀般社団法⼈ 放射線治療品質保証研究開発応⽤機構 
      代表理事 橘 英伸  ㊞ 
 


